
NPO法人 マンション再生なび

　勉強会やワークショップを取り入れた再生検討の推進事例を下図に示します。

１月
▼委員会・理事会対象

▼全区分所有者対象

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

・勉強会（再生の流れ、再生推進の留意点、質疑応答）

・座談会（再生マンション元理事長を囲んでの座談会）

・再生検討の推進計画案の検討１

・再生検討の推進計画案の検討２

・総会での事業推進計画と費用拠出の承認

・再生検討事業の推進計画説明会
・ワークショップ「我がマンションの良い点･改善すべき点」
・専門家による建物劣化診断調査の開始
・専門家による再建計画案の作成の開始

・ワークショップ「修繕改修で再生を図るとすれば ― 望む点･不安点」
※修繕改修の目標設定への意見の集約　

・建物劣化診断報告と修繕改修費用の概算提示１
・ワークショップ「修繕改修説明会を聞いて ― 不安点･疑問点･要望点」
・建物劣化診断報告と修繕改修費用の概算提示２（１と同内容で平日夜開催）

・バス見学会（建替え事例及び修繕改修事例の見学会）（右下写真）
・建替え計画案の提示と建替えに伴う費用負担の概算提示１
・ワークショップ「建替え説明会を聞いて ― 不安点･疑問点･要望点」

・建替え計画案の提示と建替えに伴う費用負担の概算提示２
・ワークショップ「建替え説明会を聞いて ― 不安点･疑問点･要望点」

・高齢者との茶話会
 （再生に関するよろず相談）

・忘年会
・棟別ワークショップ
  「修繕改修か建替えかの比較検討」
・再生の方向性に関するアンケート調査
  の実施

再生検討の推進事例（参考）
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NPO法人 マンション再生なび

　コンサルタントが不在の状態で再生検討を行うと、必要な知識・技術が不足するため、
議論がまとまらずに、かえって内部が複雑になって対立してしまうことも少なくありま
せん。これでは再生検討が前に進まないだけでなく、時間だけを浪費してしまいます。

再生検討の推進にコンサルタントを導入する

　再生のおおまかな流れは同じでも、個別の事情や条件はマンション毎に異なるため、
必要な検討や手順は異なります。単棟型／団地型、建築基準法上の一団地／都市計画法
上の一団地、郊外／都心、低層／高層、……複雑で複合的な状況に応じて、必要な検討
を適切な順番で進めていく必要があり、コンサルタントの協力は不可欠です。

あーだ こーだ
あーだ こーだ

あーだ こーだ

信頼のできるコンサルタントを味方につけるPART 7
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再生を成功に導けるかどうかの分岐点
　マンション再生は検討すべき課題が多く、多くの場面で専門的な知識や技術を必要と
するため、理事会や委員会だけで、こうした複雑な検討を行うことは現実的には極めて
困難です。そこで、いずれかの段階で理事会や委員会の良きアドバイザーとして、マン
ション再生に精通したコンサルタントの協力が必要になります。
　マンション再生に精通した、信頼のできるコンサルタントを味方につけることができ
るかどうかは、再生を成功に導けるかどうかの最も大きな分岐点になります。

　マンション再生のコンサルタントは、専門的な知見・ノウハウ・経験等に基づいて、
区分所有者の一人ひとりが納得できるような再生の進め方、手続き、仕組みを指導して
いく存在です。デベロッパーや施工会社がコンサルタントを兼ねることは、管理組合側
と利益相反による弊害を生じかねないので、一般的には望ましいことではありません。

コンサルタントは管理組合側のアドバイザー

管理組合 コンサルタント
（中立的立場）

デベロッパー 施工会社



NPO法人 マンション再生なび

「コンサルタントは皆同じ」は大きな間違い
　マンション再生に精通したコンサルタントは、残念ながら、あまり存在しません。そ
の一方で、「コンサルタントは皆同じ」と考え、値段で選定してしまう管理組合も少な
くありません。当然ながら、経験やノウハウに乏しいコンサルタントを選定してしまう
と、再生は困難なものになってしまいます。会社が有名、規模が大きい、といった能力
とは無関係な要素で選定しても同様です。

　区分所有法以外の各種の法律や、税金、相続、建築、都市計画、不動産鑑定評価等、
様々な知識がマンション再生には要求されます。したがって、コンサルタントには特定
分野の知識に偏ることなく、分野横断的な幅広い知識を持っていることが要求されます。
あるいは、弁護士等、これらの知識を提供するの外部専門家とのネットワークを持って
いることが要求されます。

分野横断的な幅広い知識を持っているかどうか？

　難しい専門的な話であっても、一般人である区分所有者に分かりやすく説明すること
ができるかどうかは、マンション再生のコンサルタントに要求される重要な資質です。
専門用語ばかりで話がよく分からないコンサルタントの説明を受けても、区分所有者の
理解は得られません。

一般人に分かりやすく説明することができるかどうか？

　マンションの修繕・改修や建替えの実績、自主再建方式による建替え事業と類似性の
高いコーポラティブ方式による住宅供給等、区分所有者を対象とした合意形成の経験や
ノウハウがあるかどうかは、コンサルタントを選定するにあたって非常に重要なポイン
トになります。様々な業務を潤沢な補助金で対応する市街地再開発事業の実績があって
も、マンションを再生できるとは限りません。

区分所有者の合意形成の経験やノウハウがあるかどうか？

　「建物の区分所有等に関する法律」（区分所有法）について、深い知識と理解があるか
どうかも非常に重要なポイントになります。この法律について、不十分な理解のまま、
再生を進めてしまう事例が散見されますが、法律に基づいて適法に進めないと、訴訟に
発展したり、将来の再生が困難な状態を招いてしまうことがあります。

区分所有法の知識や理解があるかどうか？
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NPO法人 マンション再生なび

　コンサルタントへのヒアリングは、再生方針の異なる委員や理事が複数人で行くのが
理想的です。修繕・改修派あるいは建替え派のみで行くと、反対者の合意が得られない
ことがあったり、一人で行くと、関係性を疑われたり、客観的な判断が難しいことがあ
るからです。何人かの候補者を抽出した上で、複数人で様々な意見や質問を投げかける
とコンサルタントの回答から、色々な知識が得られるだけでなく、説明の分かりやすさ
や専門能力、人柄等が比較的容易に把握できるでしょう。

複数人でヒアリングに行き、たくさん質問をする

信頼のできるコンサルタントを味方につけるPART 7
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随意方式で選定する
　委員会や理事会がコンサルタントを選定し、選定されたコンサルタントへの業務委託
について集会で決議します。コンサルタントの選定方法は、委員会等による十分なヒア
リング等を実施して１者（社）に絞り込み、随意方式で選定する方法と、業務実績や業
務内容、費用等を競争提案させるプロポーザル方式で選定する方法とがありますが、コ
ンサルタントの選定については随意方式で選定する方が、過去の成功事例を見る限りで
は、うまく進むことが多いようです。……これは「主治医を決める」と考えると分かり
やすいかもしれません。

　コンサルタントに業務を委託する場合、はじめから事業完了まで委託するのではなく、
例えば推進決議までとか、建替え決議まで、来年度一年間といったように業務範囲を細
分化して、費用対効果や業務の継続依頼を適時判断していくと良いでしょう。

コンサルタントに委託する業務範囲を分ける

主治医は能
力と

人柄で決め
ます

能力不足

非中立的立場

主治医は値段を競争させて決めます



NPO法人 マンション再生なび

　親子二世帯が暮らせるようにした戸建て住宅を二世帯住宅と言いますが、二世帯住宅
を修繕・改修する、建て替えるといった場合、工事内容や費用負担について親子の間で
密なコミュニケーションが必要となります。

おわりに

　別の言い方をすると、30世帯は運命共同体です。誰かが非協力的であったり、悪意
を働くと、他の区分所有者に影響を及ぼします。お互いに協力し合って合意を形成し、
老朽化に伴う様々な問題を一緒に解決していかなければならないのです。

　さて、再生検討を促進させるための中核メンバーを組成して、区分所有者に働きかけ、
コンサルタントに業務委託できる程度に合意形成が進むと、そこから先はコンサルタン
トの支援を得て、更に具体的な再生検討に進むことが可能になるでしょう。

　マンションと呼ばれる区分所有建物の場合も同様で、例えば 30戸の住戸で構成され
るマンションを再生する場合、それは 30世帯住宅の再生なのです。二世帯住宅とは異
なり、血縁関係のない 30世帯で密なコミュニケーションが必要になります。

　日頃から多くの区分所有者がマンションの管理運営に関心を持ち、理事会や組合活動
に積極的に関与している密な共同体の場合は、再生検討は円滑に進みます。逆に、バラ
バラの共同体であれば、再生の道のりはより困難なものになるでしょう。

　あなたのマンションは、どれくらいの共同体ですか？……マンション再生はこれから
始めるのではなく、毎日の生活の中で、もう既に始まっているのです！

ここで死にたい

お金が無い修繕でいい建て替えたい

無関心

無責任

あいつが嫌い
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大切な住環境・個人資産としてのマンションを再生する
マンション再生・初期段階の留意点

発行：特定非営利法人マンション再生なび
編集：甲藤正郎、関根定利、二木憲一、大木祐悟、太田知行、牧ノ瀬理恵
企画制作協力：株式会社アークブレイン

2011年 2月

〒151-0073
東京都渋谷区笹塚 1-56-10 総栄ビル 404

マンション再生なびとは、老朽化マンション
の耐震改修や建替えといったマンション再生
を実際に実践した専門家が集い、その実践過
程で深めた知識や経験を活かして、同じよう
に老朽化マンションの再生に取り組む管理組
合やその諮問機関等の再生初期段階をサポー
ト支援することを目的に設立された特定非営
利活動 (NPO) 法人です。

マンション再生をナビゲートする水先案内人

TEL : 03-5388-6115（平日 10～ 17時）
FAX : 03-5308-6438

URL : http://www.saisei-navi.jp/
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